
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

担

当

課

（

室

）

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

目

次

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

【

告

示

】

【

正

誤

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

岡

山

県

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

総

務

学

事

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

正

誤

の

辞

退

（

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

届

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

【

教

育

委

員

会

】

○

平

成

二

十

九

年

度

岡

山

県

公

立

学

校

教

員

採

用

教

育

委

員

会

候

補

者

選

考

試

験

の

実

施

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

岡

山

県

公

報

平成２８年４月２２日 第１１７８０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

藤
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

総
社
市
三
輪
一
〇
二
二
番
地
二

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

藤
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

総
社
市
総
社
二
丁
目
一
三
番
二
五
号

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
い
つ
も
こ
こ
か
ら

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
和
気
二
六
六
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
紀
典
会

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
和
気
二
七
七
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
三
〇
〇
六
八
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

老
人
保
健
施
設
エ
ス
ペ
ラ
ン
ス
わ
け

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
和
気
二
六
五

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



１

名
称

医
療
法
人
紀
典
会

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
和
気
二
七
七

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
五
二
三
八
〇
〇
〇
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



〔
一
六
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

香
々
美
川
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員

退
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

事
の
別

矢
内

辰
夫

苫
田
郡
鏡
野
町
竹
田
二
六
八

理

事

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



〔
一
六
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

那
岐
池
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

住

所

理
事
監

氏

名

氏

名

事
の
別

菅
原

忠

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
四
〇
七－

一

理

事

杉
山

正

〃

〃

荒
内
西
五
八
〇

〃

植
月

貴
男

〃

〃

滝
本
七
三
一

〃

一

土
地
改
良
区
の
名
称

備
北
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

住

所

理
事
監

氏

名

氏

名

事
の
別

赤
木

紘
一

赤
木

紘
一

新
見
市
足
見
二
五
〇
七

理

事

竹
本

繁
行

竹
本

繁
行

〃

豊
永
佐
伏
一
五
八
八

〃

西
村

武
夫

西
村

武
夫

〃

草
間
八
一
五
四

〃

清
原

保

清
原

保

〃

豊
永
赤
馬
五
四
三
三

〃

藤
野

繁
實

〃

足
見
一
四
〇
三

〃

植
田

美
行

植
田

美
行

〃

豊
永
佐
伏
五
〇
六
〇

〃

宗
長

堅
吾

宗
長

堅
吾

〃

土
橋
三
六
五
五

〃

澤

由
紀
義

澤

由
紀
義

高
梁
市
中
井
町
津
々
二
七
七
三

〃

小
林

茂

新
見
市
草
間
九
七
九
七

〃

西
山

嘉
治

西
山

嘉
治

〃

〃

七
四
二
一

監

事

川
井

正
敏

川
井

正
敏

〃

豊
永
宇
山
四
三
三
七－

二

〃

大
森

政
司

真
庭
市
下
中
津
井
二
九
四
二

〃

佐
藤

茂
実

〃

〃

二
七
九
六

〃

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



〔
一
六
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
三
輪
字
高
田
二
二
七

三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
三
輪
七
六
九

一
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
二
一

一
〇
一

－

横
川

翔

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
九
号

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



〔
一
六
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
小
寺
字
平
山
一
三
一
七

二
、
一
三
一
七

三

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
福
井
二
〇
九
五
Ｅ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
一
〇
二

立
石

敦
嗣

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
二
号

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



〔
一
六
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
釼
先
キ
四
三
三

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
玉
島
乙
島
四
一
一

一
乙
島
社
宅
二

二
四
号
室

－
－

横
田

和
幸

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
七
号

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



〔
一
七
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
烏
田
三
八
〇

一
〇

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
庄
一
一
一
八

四
ハ
イ
ツ
コ
ア
ラ
二
〇
三
号

－

横
山

俊
明

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
六
号

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
公
告

平
成
二
十
九
年
度
岡
山
県
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

選
考
す
る
校
種
・
職
種
及
び
採
用
候
補
者
見
込
数

校
種
・
職
種

採
用
候
補
者

区

分

別

の

採

用

候

補

者

見

込

数

見

込

数

小
学
校
教
諭
等

二
一
〇
名

小
学
校
教
諭

三
五
名

等
（
理
数
枠
）

小
学
校
教
諭

二
〇
名

等
（
英
語
枠
）

小
学
校
教
諭

二
五
名

等
（
地
域
枠
）

中
学
校
教
諭
等

一
二
五
名

国
語

二
一
名
、
社
会

二
〇
名
、
数
学

二
四
名
、
理

科

二
三
名
、
音
楽

二
名
、
美
術

二
名
、
保
健
体
育

中
学
校
教
諭

一
五
名

一
一
名
、
技
術

二
名
、
家
庭

三
名
、
英
語

一
七

等
（
地
域
枠
）

名

高
等
学
校
教
諭

七
〇
名

国
語

一
二
名
、
地
理
歴
史
（
世
界
史
）

三
名
、
地
理

等

歴
史
（
日
本
史
）

四
名
、
地
理
歴
史
（
地
理
）

二
名
、

数
学

一
〇
名
、
理
科
（
物
理
）

二
名
、
理
科
（
化
学
）

二
名
、
理
科
（
生
物
）

一
名
、
保
健
体
育

三
名
、

音
楽

一
名
、
美
術

一
名
、
、
英
語

一
一
名
、
家
庭

一
名
、
農
業

二
名
、
工
業

一
二
名
、
商
業

一
名
、

情
報

一
名
、
看
護

一
名
、

特
別
支
援
学
校

四
〇
名

教
諭
等

養
護
教
諭

二
〇
名

養
護
教
諭

二
名

（
地
域
枠
）
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栄
養
教
諭

二
名

備
考

一

小
学
校
教
諭
等
（
理
数
枠
）
及
び
小
学
校
教
諭
等
（
英
語
枠
）
の
採
用
候
補
者
見
込
数

は
、
そ
れ
ぞ
れ
小
学
校
教
諭
等
の
採
用
候
補
者
見
込
数
の
内
数
で
あ
る
。

二

小
学
校
教
諭
等
（
地
域
枠
）
、
中
学
校
教
諭
等
（
地
域
枠
）
及
び
養
護
教
諭
（
地
域
枠
）

の
採
用
候
補
者
見
込
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
小
学
校
教
諭
等
、
中
学
校
教
諭
等
及
び
養
護
教
諭

の
採
用
候
補
者
見
込
数
の
内
数
で
あ
る
。

三

採
用
候
補
者
見
込
数
は
、
現
時
点
で
の
予
定
で
あ
り
、
今
後
退
職
者
等
の
状
況
に
よ
り

変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

二

受
験
資
格

次
の
全
て
の
項
目
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

１

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
条
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者

２

出
願
す
る
校
種
・
職
種
に
応
じ
た
教
科
等
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
又
は
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
普
通
免
許
状
を
取
得
す
る
見
込
み
の
者
（
同
法
第
十
六
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
資
格
認
定
試
験
に
よ
り
取
得
す
る
見
込
み
の
者
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

特
別
支
援
学
校
教
諭
等
を
受
験
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
特
別
支
援
学
校
教
諭
、
盲
学
校
教
諭
、

(1)
聾
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
平
成
二
十
九
年
三
月

ろ
う三

十
一
日
ま
で
に
当
該
普
通
免
許
状
を
取
得
す
る
見
込
み
の
者
で
あ
っ
て
、
小
学
校
教
諭
、
中

学
校
教
諭
若
し
く
は
高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
も
の
又
は
同
日
ま
で
に
当
該
普

通
免
許
状
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の

小
学
校
教
諭
等
（
理
数
枠
）
を
受
験
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を

(2)
有
す
る
者
又
は
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
普
通
免
許
状
を
取
得
す
る
見
込
み

の
者
で
あ
っ
て
、
中
学
校
教
諭
（
理
科
）
、
高
等
学
校
教
諭
（
理
科
）
、
中
学
校
教
諭
（
数
学
）

若
し
く
は
高
等
学
校
教
諭
（
数
学
）
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
も
の
又
は
同
日
ま
で
に
当
該
普

通
免
許
状
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の

小
学
校
教
諭
等
（
英
語
枠
）
を
受
験
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を

(3)
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有
す
る
者
又
は
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
普
通
免
許
状
を
取
得
す
る
見
込
み

の
者
で
あ
っ
て
、
中
学
校
教
諭
（
英
語
）
若
し
く
は
高
等
学
校
教
諭
（
英
語
）
の
普
通
免
許
状

を
有
す
る
も
の
又
は
同
日
ま
で
に
当
該
普
通
免
許
状
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の
、
実
用
英
語

技
能
検
定
（
公
益
財
団
法
人
日
本
英
語
検
定
協
会
）
二
級
以
上
合
格
者
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
ｉ
Ｂ
Ｔ
）

五
七
点
以
上
取
得
者
若
し
く
は
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
五
二
〇
点
以
上
取
得
者
（
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
は
公
開
テ

ス
ト
に
よ
る
ス
コ
ア
の
み
を
対
象
と
し
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
及
び
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
に
つ
い
て
は
平
成
二

十
六
年
七
月
九
日
以
降
に
受
験
し
た
も
の
に
限
る
。
）

高
等
学
校
（
美
術
）
を
受
験
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
高
等
学
校
教
諭
（
美
術
）
の
普
通
免
許

(4)
状
を
有
す
る
者
若
し
く
は
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
普
通
免
許
状
を
取
得
す

る
見
込
み
の
者
又
は
高
等
学
校
教
諭
（
デ
ザ
イ
ン
）
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者

３

昭
和
三
十
二
年
四
月
二
日
以
降
に
出
生
し
た
者

４

小
学
校
教
諭
等
（
地
域
枠
）
、
中
学
校
教
諭
等
（
地
域
枠
）
及
び
養
護
教
諭
（
地
域
枠
）
を
受

験
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
津
山
市
、
高
梁
市
、
新
見
市
、
真
庭
市
、
美
作
市
、
新
庄
村
、
鏡
野
町
、

勝
央
町
、
奈
義
町
、
西
粟
倉
村
、
久
米
南
町
又
は
美
咲
町
で
原
則
と
し
て
採
用
後
十
年
以
上
勤
務

可
能
で
あ
る
者

５

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
、
障
害
の
程
度
が
一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
者
は
、
身
体
に
障

害
の
あ
る
者
を
対
象
と
し
た
選
考
に
出
願
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

試
験
日
及
び
試
験
会
場

１

第
一
次
試
験

県
内
会
場

(1)

平
成
二
十
八
年
七
月
九
日
（
土
曜
日
）
、
同
月
十
六
日
（
土
曜
日
）
及
び
同
月
十
七
日
（
日

曜
日
）

岡
山
県
立
岡
山
朝
日
高
等
学
校
（
岡
山
市
中
区
古
京
町
二
丁
目
二－

二
一
）

岡
山
県
立
岡
山
操
山
高
等
学
校
（
岡
山
市
中
区
浜
四
一
二
）

岡
山
県
立
西
大
寺
高
等
学
校
（
岡
山
市
東
区
西
大
寺
上
二
丁
目
一－

一
七
）

岡
山
県
立
岡
山
大
安
寺
中
等
教
育
学
校
（
岡
山
市
北
区
北
長
瀬
本
町
一
九－

三
四
）

岡
山
県
立
岡
山
東
商
業
高
等
学
校
（
岡
山
市
中
区
東
山
三
丁
目
一－

六
）

香
川
県
高
松
会
場

(2)

平
成
二
十
八
年
七
月
九
日
（
土
曜
日
）
及
び
同
月
十
日
（
日
曜
日
）

高
松
テ
ル
サ
（
香
川
県
高
松
市
屋
島
西
町
二
三
六
六－

一
）
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備
考

岡
山
県
外
に
現
住
所
を
有
し
、
小
学
校
教
諭
等
、
小
学
校
教
諭
等
（
理
数
枠
）
、
小
学
校

教
諭
等
（
英
語
枠
）
、
小
学
校
教
諭
等
（
地
域
枠
）
又
は
特
別
支
援
学
校
教
諭
等
に
出
願
す

る
者
に
限
り
、
香
川
県
高
松
会
場
で
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
二
次
試
験

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
日
（
土
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
）
ま
で

岡
山
県
立
岡
山
工
業
高
等
学
校
（
岡
山
市
北
区
伊
福
町
四
丁
目
三－

九
二
）

岡
山
県
立
東
岡
山
工
業
高
等
学
校
（
岡
山
市
中
区
土
田
二
九
〇－

一
）

岡
山
県
立
岡
山
南
高
等
学
校
（
岡
山
市
北
区
奥
田
二
丁
目
四－

七
）

岡
山
県
立
烏
城
高
等
学
校
（
岡
山
市
北
区
伊
島
町
三
丁
目
一－

一
）

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
岡
山
市
北
区
伊
島
町
三
丁
目
一－

一
）

四

出
願
書
類
の
受
付
期
間

１

持
参
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
金

曜
日
）
ま
で
の
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
受
け
付
け
る
。

２

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
の
消
印
の
あ
る
も
の

ま
で
受
け
付
け
る
。

３

電
子
申
請
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
六
日
（
金
曜

日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時
ま
で
、
岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
受

け
付
け
る
。

五

出
願
書
類
の
提
出
先

１

小
学
校
教
諭
等
、
小
学
校
教
諭
等
（
理
数
枠
）
、
小
学
校
教
諭
等
（
英
語
枠
）
又
は
小
学
校
教

諭
等
（
地
域
枠
）
の
場
合

岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四－

六
）

２

中
学
校
教
諭
等
又
は
中
学
校
教
諭
等
（
地
域
枠
）
の
場
合

岡
山
教
育
事
務
所
義
務
教
育
支
援
課
（
岡
山
市
北
区
石
関
町
二－

一
）

３

高
等
学
校
教
諭
等
、
特
別
支
援
学
校
教
諭
等
、
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
（
地
域
枠
）
又
は
栄
養

教
諭
の
場
合

岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四－

六
）

六

特
別
選
考
試
験

岡
山
県
教
育
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
選
考
に
当
た
っ
て
特
例
措
置
を
講
ず
る
。

な
お
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



七

そ
の
他

１

所
定
の
受
験
願
書
等
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月
二
十
日

（
金
曜
日
）
ま
で
、
岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.

j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
1
4
5
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
岡
山
県
教
育
庁
教
職

員
課
、
教
育
事
務
所
（
岡
山
・
津
山
）
及
び
各
市
教
育
委
員
会
（
岡
山
市
を
除
く
。
）
に
お
い
て

交
付
す
る
。

２

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課

電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六－

七
九
一
五
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

「

を

津
山
市
立
と
き
わ
園

津
山
市
井
口
一
〇
〇

一

－

」

「

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
庄
の
里
「
な
ご
や

倉
敷
市
生
坂
六
九
八

か
」

倉
敷
市
生
坂
六
九
八

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
庄
の
里

に
改
め
る
。

「
な
ご
や
か
」

倉
敷
市
藤
戸
町
藤
戸
一
五
八

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
サ
ン

八

七

バ
ー
ド
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム

－

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
）

津
山
市
立
と
き
わ
園

津
山
市
井
口
一
〇
〇

一

－

」
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

て
設
け
ら
れ
る
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
理
学
療
法
士
連
盟
支
部

草

地

清

志

山

根

一

人

玉
野
市
東
高
崎
二
五

三
四

○

平
成
二
八
・

三
・
三
〇

－

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

岡
本
昌
弘
後
援
会

岡

本

昌

弘

岡

本

昌

弘

美
作
市
竹
田
一
六
八
八

平
成
二
八
・

三
・
二
四

甲
谷
知
生
後
援
会

甲

谷

知

生

甲

谷

知

生

倉
敷
市
西
阿
知
町
西
原
八
四
七

七

〃

三
・

四

－

政
治
結
社
神
憂
會

梶

原

一

成

西

村

義

広

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
二
一
四
一

七

〃

三
・
一
八

－

田
辺
ま
み
後
援
会

加

藤

裕

士

楠

田

晃

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
四
五
一

一
二

〃

〃

－

藤
原
か
お
り
子
Ｋ
Ｇ
後
援
会

藤

原

薫

子

藤

原

薫

子

倉
敷
市
白
楽
町
二
三

一
〇

〃

三
・

八

－

藤
原
清
和
後
援
会

阿

部

泰

治

藤

原

育

子

井
原
市
井
原
町
一
二
八
九

〃

三
・
二
三

未
来
の
笠
岡
を
創
る
会

山

本

聡

高

木

勇

三

笠
岡
市
美
の
浜
六

一
九

〃

三
・

七

－

私
た
ち
の
倉
敷
市
政
を
つ
く
る
市
民
の
会

清

水

善

朗

徳

永

徹

倉
敷
市
新
田
二
九
三
六

一
岡
山
県
労
働
組
合
倉
敷
会
議
内

〃

三
・

三

－

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

公
明
党
美
作
総
支
部

岡

安

謙

典

会
計
責
任
者
の
氏
名

原

行

則

岩

本

壮

八

平
成
二
八
・

三
・
一
六

自
由
民
主
党
岡
山
県
林
政
支

井

手

紘
一
郎

〃

吉

岡

哲

哉

本

山

隆

介

平
成
二
七
・

六
・
三
〇

部
二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

赤
沢
ま
さ
は
る
後
援
会

赤

澤

幹

温

会
計
責
任
者
の
氏
名

小

幡

英

樹

赤

澤

幹

温

平
成
二
八
・

三
・
二
九

大
本
ま
す
ゆ
き
後
援
会

小

寺

伸
二
郎

代
表
者
の
氏
名

小

寺

伸
二
郎

大

本

美

佳

〃

三
・

一

小
笠
原
賢
二
を
応
援
す
る
会

小
笠
原

賢

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
東
区
大
多
羅
町
一
四
二

一

α
三
〇

岡
山
市
北
区
広
瀬
町
二

七

〃

三
・
一
八

－
－

－

三

岡
安
あ
き
の
り
後
援
会

岡

安

謙

典

会
計
責
任
者
の
氏
名

岡

安

慶

子

築

山

康

七

〃

三
・
一
六

岡
山
県
病
院
政
治
連
盟

難

波

義

夫

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
駅
元
町
一
九

二
岡
山
県
医
師
会

岡
山
市
中
区
古
京
町
一

一

一

岡
山
衛
生

〃

三
・
一
五

－
－

－
〇

館
岡
山
県
病
院
協
会
内

会
館
岡
山
県
病
院
協
会
内

片
岡
聡
一
後
援
会

在

間

洋

之

代
表
者
の
氏
名

在

間

洋

之

関

靖

文

平
成
二
七
・
一
二
・

一

木
口
京
子
後
援
会

木

口

京

子

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
西
紅
陽
台
二

五
八

五
九
四

岡
山
市
南
区
西
高
崎
五

五
二

三
〇
七

〃

四
・
二
〇

－
－

－
－

黒
石
健
太
郎
後
援
会

黒

石

健
太
郎

〃

岡
山
市
北
区
表
町
一

三

八

岡
山
市
北
区
南
中
央
町
一

九

平
成
二
八
・

三
・
一
一

－
－

－

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

羽

場

頼
三
郎

森

安

章

文

〃

〃

さ
わ

け
ん
後
援
会

山

本

達

雄

政
治
団
体
の
名
称

さ
わ

け
ん
後
援
会

さ
わ

け
ん
と
温
か
い
ま
ち
を
作
る
会

〃

三
・
一
七

塩
飽
満
路
後
援
会

綾

目

弘

道

代
表
者
の
氏
名

綾

目

弘

道

杉

本

新

一

〃

三
・

一

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



星

話

塾

田

原

隆

雄

会
計
責
任
者
の
氏
名

木

下

磨
貴
子

田

上

雅

敏

〃

〃

全
国
林
業
政
治
連
盟
岡
山
県

井

手

紘
一
郎

〃

吉

岡

哲

哉

本

山

隆

介

平
成
二
七
・

六
・
三
〇

支
部

大
日
本
菊
流
會

吉

富

肇

代
表
者
の
氏
名

吉

富

肇

栗

坂

宏

幸

平
成
二
八
・

三
・
一
七

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

森

下

忍

吉

富

肇

〃

〃

中
川
ま
す
お
後
援
会

中

川

真
寿
男

〃

佐

藤

睦

弘

横

田

真

平

〃

三
・

四

難
波
正
吾
後
援
会

東

都
支
男

代
表
者
の
氏
名

東

都
支
男

林

振

三

〃

一
・
一
五

な
ん
ば
み
つ
る
後
援
会

遠

藤

剛

〃

遠

藤

剛

則

安

基

直

〃

三
・
二
六

西
森
よ
り
お
後
援
会

髙

階

重

行

〃

髙

階

重

行

藤

森

深

〃

一
・
一
〇

日
本
弁
護
士
政
治
連
盟
岡
山

平

井

昭

夫

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
富
田
町

五

一
二
ア
シ
モ
大
奈

岡
山
市
北
区
弓
之
町
二

一
五
弓
之
町
シ
テ
ィ

〃

三
・
二
八

－
－

－

支
部

ビ
ル
四
階
平
井
法
律
事
務
所

セ
ン
タ
ー
ビ
ル
三
〇
一
河
田
英
正
法
律
事
務
所

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

平

井

昭

夫

河

田

英

正

〃

〃

ふ
る
さ
と
総
社
を
守
る
会

吉

冨

陸

夫

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
山
田
二
三
四
六

一

総
社
市
中
央
三

一
五

一
〇
五

〃

三
・
二
九

－
－

－

三
村
英
世
後
援
会

田

村

益

己

〃

倉
敷
市
大
島
一
六
五

一
〇

倉
敷
市
浜
町
一

一
五

三
五

平
成
二
七
・

五
・

一

－
－

－

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
津
山
市
第
二
支
部

戸

室

敦

雄

平
成
二
七
・
一
二
・
三
一

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

あ
す
の
総
社
を
創
る
会

窪

津

良

治

平
成
二
七
・
一
二
・
三
一

馬
越
宏
芳
後
援
会

柳

本

正

勝

平
成
二
八
・

三
・
三
〇

岡
山
県
一
二
会

三

宅

慎
太
郎

〃

三
・
二
二

片
倉
ひ
ろ
き
後
援
会

富

田

暁

平
成
二
七
・

二
・

一

勝

み

会

三

宅

員

義

〃

五
・
一
五

作
州
政
経
懇
話
会

戸

室

敦

雄

〃

一
二
・
三
一

原
田
た
だ
よ
し
後
援
会

原

田

唯

良

平
成
二
八
・

三
・

一

久
井
い
さ
お
後
援
会

坪

井

迪

郎

平
成
二
七
・
一
二
・
三
一

藤
原
清
和
後
援
会

阿

部

泰

治

平
成
二
八
・

三
・
二
三

藤
原
よ
り
た
け
後
援
会

藤

原

頼

武

平
成
二
七
・

二
・
二
八

三
宅
か
ず
よ
し
後
援
会

秋

岡

壮
二
郎

〃

五
・
一
五

私
た
ち
の
倉
敷
市
政
を
つ
く
る
市
民
の
会

三

村

宏

二

平
成
二
四
・
一
二
・
二
五

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

小
笠
原

賢

二

小
笠
原
賢
二
を
応
援
す
る

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
東
区
大
多
羅
町
一
四
二

一

α
三
〇

岡
山
市
北
区
広
瀬
町
二

七

平
成
二
八
・

三
・
一
八

－
－

－

会

三

木

口

京

子

木
口
京
子
後
援
会

〃

岡
山
市
南
区
西
紅
陽
台
二

五
八

五
九
四

岡
山
市
南
区
西
高
崎
五

五
二

三
〇
七

平
成
二
七
・

四
・
二
〇

－
－

－
－

黒

石

健
太
郎

黒
石
健
太
郎
後
援
会

〃

岡
山
市
北
区
表
町
一

三

八

岡
山
市
北
区
南
中
央
町
一

九

平
成
二
八
・

三
・
一
一

－
－

－

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
五
号

◎
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

戸

室

敦

雄

作
州
政
経
懇
話
会

平
成
二
七
・
一
二
・
三
一

原

田

唯

良

原
田
た
だ
よ
し
後
援
会

平
成
二
八
・

三
・

一

藤

原

頼

武

藤
原
よ
り
た
け
後
援
会

平
成
二
七
・

二
・
二
八

三

宅

員

義

勝

み

会

〃

・

五
・
一
五

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号



〔
四
〕
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
（
号
外
）
公
布
岡
山
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
岡
山
県
条
例
第
四
十
一
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
終
わ
り
か

平
成
二
十
八
年
法
律
第

号

平
成
二
十
八
年
法
律
第
三
十
号

ら
一
四

八
・
終
わ
り
か

ら
七

平成２８年４月２２日　岡山県公報　第１１７８０号


